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平成２０年９月３０日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成２０年(ワ)第７４１６号 損害賠償請求事件（本訴）

同年(ワ)第１１２７７号 損害賠償請求事件（反訴）

口頭弁論終結日 平成２０年８月２６日

判 決

神奈川県相模原市＜以下略＞

本訴原告（反訴被告） 株 式 会 社 イ ー ・ ピ ー ・ ル ー ム

東京都港区＜以下略＞

本訴被告（反訴原告） 住 友 石 炭 鉱 業 株 式 会 社

同訴訟代理人弁護士 冨 永 敏 文

同 尾 原 央 典

主 文

１ 本訴原告（反訴被告）の本訴請求に係る訴えを却下する。

２ 本訴原告（反訴被告）は，本訴被告（反訴原告）に対し，１０５万円

及びこれに対する平成２０年５月２日から支払済みまで年５パーセント

の割合による金員を支払え。

３ 訴訟費用は，本訴反訴を通じ，本訴原告（反訴被告）の負担とする。

４ この判決は第２，３項に限り，仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 本訴

（１）請求の趣旨

本訴被告（反訴原告。以下「被告」という。）は，本訴原告（反訴被告。

以下「原告」という。）に対し，１０万円及びこれに対する平成２０年２月

２９日から支払済みまで年５パーセントの割合による金員を支払え。

（２）被告の答弁
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ア 本案前の答弁

主文第１項と同旨

イ 請求の趣旨に対する答弁

原告の本訴請求を棄却する。

２ 反訴

（１）請求の趣旨

主文第２項と同旨

（２）原告の答弁

被告の反訴請求を棄却する。

第２ 事案の概要

本訴は，原告が，同人の有していた放電焼結装置についての特許に対して被

告がした異議申立ては権利の濫用として不法行為に当たると主張して，被告に

対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき，８８５万円の損害の一部請求

として１０万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成２０年２月２９

日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５パーセントの割合

による遅延損害金の支払を求めた事案である。

反訴は，被告が，原告の提起した本訴（東京地方裁判所平成２０年(ワ)第７

４１６号事件）に係る訴え，東京地方裁判所平成２０年(ワ)第８８３６号事件

に係る訴え，同庁平成１９年(ワ)第２３４６０号事件に係る訴え，同庁平成１

９年(ワ)第２３９５１号事件に係る訴えは，関連訴訟の確定判決等により認め

られなかった請求と実質的に同一の請求を行うものであり，これらの訴訟提起

が不法行為に該当すると主張して，原告に対し，不法行為による損害賠償請求

権に基づき，再度の応訴等のために委任した弁護士に支払った費用合計１０５

万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成２０年５月２日（反訴状送

達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５パーセントの割合による遅延

損害金の支払を求めた事案である。
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１ 前提事実（認定事実については末尾に証拠を掲記する。）

（１）原告が有していた特許権

原告は，以下の特許権（以下「本件特許権」といい，本件特許権の特許請

求の範囲請求項１ないし３に係る特許を「本件特許」，本件特許に係る発明

を「本件発明」という。）を有していた。（甲１）

特 許 番 号 第２６４０６９４号

発明の名称 放電焼結装置

出願年月日 平成２年９月１８日

優 先 日 平成２年２月２日

公 開 日 平成４年１月１４日

公 開 番 号 特開平４－９４０５号

登録年月日 平成９年５月２日

（２）被告による特許異議の申立て等

ア 被告は，平成１０年２月１３日，本件特許について，特許異議の申立て

をし（平成１０年異議第７０６８２号。以下「本件特許異議申立て」とい

う。），特許庁は，平成１３年７月４日，本件特許を取り消すとの決定を

した（以下「本件取消決定」という。）。

本件取消決定の理由は，平成７年３月１４日付けの手続補正は明細書又

は図面の要旨を変更するものであり，本件特許の出願日は平成７年３月１

４日とみなされるから，本件発明は，その出願前に頒布された刊行物（特

開平４－９４０５号公報）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発

明をすることができたものであり，本件特許は，特許法２９条２項に違反

してされたものである，というものである。（甲２）

イ 原告は，本件取消決定の取消しを求めて，東京高等裁判所に取消訴訟を

提起した（同庁平成１３年（行ケ）第３６９号事件）。同裁判所は，平成

１５年４月９日，原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡した（以下「本
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件取消訴訟判決」という。）。（甲３）

ウ 本件取消決定は，平成１５年１０月９日，上告不受理決定等により確定

し，同月２２日，本件特許の登録を抹消する旨の登録がされた。（甲４）

（３）関連訴訟

ア 東京地方裁判所平成１８年(ワ)第４４２８号，同第６６３１号事件（以

下「前訴事件①」という。）（甲１７，乙１，弁論の全趣旨）

（ア）前訴事件①は，原告が，被告に対し，本件特許異議申立ては，実公昭

４６－５２８９号公報（甲６。以下「甲６公報」という。）が存在する

にもかかわらずされたものであり，不法行為に当たる旨主張して，損害

の一部請求として１０万円の支払を求めるとともに，本件取消決定の取

消理由が無効であることの確認などを求めた事案である。

（イ）東京地方裁判所は，平成１８年６月３０日，上記不法行為に基づく損

害賠償請求を棄却し，上記無効確認請求を却下する旨の判決（甲１７，

乙１）をした。同判決において，上記不法行為に基づく損害賠償請求に

ついては，要旨次のとおり判示されている。

ａ 原告は，本件特許異議申立ては不法行為法上違法である旨主張する。

平成６年法律第１１６号による改正後の特許法１１３条は，何人も

特許法２９条違反等の事由があるときは，特許庁長官に対し，異議の

申立てをすることができる旨規定していたものであり，本件特許異議

申立ては特許法により認められた権利の行使であるから，それが不法

行為法上違法となるには，権利の濫用に当たる事情が必要であると解

される。しかしながら，本件特許異議申立てが権利の濫用に当たるこ

とを認めるに足りる事実の主張立証はない。

ｂ したがって，原告の不法行為に基づく損害賠償請求は，その余の点

について判断するまでもなく理由がない。

（ウ）上記判決は確定している。
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イ 東京地方裁判所平成１８年(ワ)第１１２１０号事件（以下「前訴事件

②」という。）（甲１８，乙２，弁論の全趣旨）

（ア）前訴事件②は，原告が，被告に対し，本件特許異議申立ては権利の濫

用として不法行為に当たる旨主張して（すなわち，本件発明についての

出願に関する平成７年３月１４日付けの手続補正に係る事項は，甲６公

報により公知であり，上記補正は要旨変更には該当せず，本件取消決定

における本件特許を取り消した理由は存在しないから，本件特許異議申

立ては権利の濫用として許されない旨主張して），１５億円損害の一部

請求として１０万円の支払を求めた事案である。

（イ）東京地方裁判所は，平成１８年８月３１日，要旨次のとおり判示して，

上記不法行為に基づく損害賠償請求を棄却する旨の判決（甲１８，乙

２）をした。

ａ 平成６年法律第１１６号による改正後の特許法１１３条は，申立期

間内であれば，利害関係の有無を問わず，何人であっても特許異議を

申し立てることができるものとしていた。そして，特許法１１９条，

１５０条が，職権で証拠調べをすることができる旨規定していたこと，

特許法１２０条が，特許権者，特許異議申立人等が申し立てない理由

についても，審理することができる旨規定していたことに照らせば，

特許異議においては，職権による審理が許容されていたのであって，

当事者の提出した主張や証拠に拘束されることなく特許庁の判断がさ

れるものであった。

ｂ 原告と被告との間で，特許異議申立てが禁止されていたとは到底い

えないのであって，被告による本件特許異議申立てを，法によって万

人に認められた異議申立権を濫用したものということはできず，本件

特許異議申立てが原告に対する不法行為に該当するということはでき

ない。
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（ウ）上記判決は確定している。

ウ 東京地方裁判所平成１８年(ワ)第１７６４４号事件（以下「前訴事件

③」という。）（甲１９，乙３）

（ア）前訴事件③は，原告が，被告に対し，主位的に，本件特許異議申立て

は権利の濫用であって不法行為に当たると主張して（すなわち，本件発

明についての出願に関する平成７年３月１４日付けの手続補正に係る事

項は，当業者が容易に想到し得るものであり，また，甲６公報により公

知であったから，上記補正は要旨変更には該当せず，本件取消決定にお

ける取消理由は理由がないのであって，本件特許異議申立ては権利の濫

用として許されない旨主張して），１５億円の損害の一部請求として１

０万円の支払を求め，予備的に，被告が原告の著作権を侵害したと主張

して，１億円の損害の一部請求として１０万円の支払を求めた事案であ

る。

（イ）東京地方裁判所は，平成１８年１０月２４日，上記主位的請求及び予

備的請求に係る訴えをいずれも却下する旨の判決（甲１９，乙３）をし

た。同判決において，上記主位的請求については，要旨次のとおり判示

されている。

ａ 金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを

提起することは，特段の事情がない限り，信義則に反して許されない。

ｂ 前訴事件③における主位的請求は，前訴事件①及び前訴事件②にお

ける損害賠償請求と同一の理由に基づく損害賠償請求の残部を請求す

るものであり，上記各前訴事件における損害賠償請求と同一の事実を

審判の対象とし，同一の理由に基づいて再度裁判所の判断を求めよう

とするものであって，実質的には上記各前訴事件で認められなかった

請求及び主張を蒸し返すものと評価せざるを得ない。また，前訴事件

③における主位的請求は，上記各前訴事件の確定判決により当該損害
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賠償請求権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に

反し，被告に二重の応訴の負担を強いるものというべきである。

上記各前訴事件においても，本件特許異議申立てが権利の濫用に当

たるか否かが主な争点となり，原告は同争点について主張，立証を尽

くしたものであって，原告が上記各前訴事件において訴訟活動を充分

になし得なかった事由は存しないから，原告の前訴事件③における主

位的請求を認めないと当事者間の公平を害するような特段の事情もな

い。

ｃ 前訴事件①及び前訴事件②で敗訴した原告が，前訴事件③において

本件特許異議申立てが不法行為に当たることを理由とする損害賠償請

求をすることは，信義則に反し，許されないというべきである。

エ 知的財産高等裁判所平成１８年(ネ)第１００８６号事件（以下「前訴事

件③控訴事件」という。）（乙４）

（ア）原告は，前訴事件③における判決を不服として，知的財産高等裁判所

に控訴を提起した。なお，原告は，控訴審において，予備的請求に係る

訴えを取り下げた。

（イ）知的財産高等裁判所は，平成１９年３月２８日，原判決（甲１９，乙

３）における理由と同じ理由により，前訴事件③の訴えは，信義則に反

し，訴権の濫用に当たり許されないものであるとして，訴えを却下する

旨の判決（乙４）をした。

オ 東京地方裁判所平成１８年(ワ)第２２３５５号，同第２６６１２号事件

（以下「前訴事件④」という。）（乙５）

（ア）前訴事件④の本訴は，原告が，被告に対し，以下の損害賠償を求めた

事案である。

ａ 本件特許異議申立ては，特許出願前の特許第９６５７４号「硬質金

属合成物製造装置」公報及び甲６公報に基づき取消決定無効事由を有
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することが明らかであり，特許法に認められた本件特許異議申立ては

権利の濫用として許されないから，権利濫用による損害金の一部金５

万円（以下「本訴請求①」という。）

ｂ 本件特許異議申立ては，東京高裁判決昭和３２年（行ナ）第３３号

に基づき取消決定無効事由を有することが明らかであり，特許法に認

められた本件特許異議申立ては権利の濫用として許されないから，権

利濫用による損害金の一部金５万円（以下「本訴請求②」という。）

ｃ 本件特許異議申立ては，特許出願前の甲６公報に基づき取消決定無

効事由を有することが明らかであり，特許法に認められた本件特許異

議申立ては権利の濫用として許されないから，権利濫用による損害金

の一部金５万円（以下「本訴請求③」という。）

ｄ 本件特許異議申立ては，東京高裁判決昭和３２年（行ナ）第５８号

に基づき取消決定無効事由を有することが明らかであり，特許法に認

められた本件特許異議申立ては権利の濫用として許されないから，権

利濫用による損害金の一部金５万円（以下「本訴請求④」という。）

ｅ 本件特許異議申立ては，上記ａないしｄのとおり，本件取消決定の

要旨変更に基づく取消理由は全部無効であり，無効な要旨変更に基づ

いてした刊行物特開平４－９４０５号に記載された発明，及び対比・

判断には取消決定無効事由を有することが明らかであり，特許法に認

められた本件特許異議申立ては権利の濫用として許されないから，権

利濫用による損害金の一部金５万円（以下「本訴請求⑤」という。）

ｆ 取引基本契約の債務不履行により原告に被らせた損害金の一部金５

万円（以下「本訴請求⑥」という。）

ｇ 原告の著作権を侵害して原告に被らせた損害金の一部金５万円（以

下「本訴請求⑦」という。）

ｈ 原告の放電焼結装置の設計図，部品図一式貸してくれといって占有
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し，原告に被らせた損害金の一部金５万円（以下「本訴請求⑧」とい

う。）

ｉ 被告が占有する原告の放電焼結装置の設計図，部品図一式により放

電焼結装置を製造販売して原告に被らせた損害金の一部金５万円（以

下「本訴請求⑨」という。）

ｊ 部品図の署名「Ａ」を切り取り，設計図に切り貼りし，偽造して原

告に被らせた損害金の一部金５万円（以下「本訴請求⑩」という。）

（イ）前訴事件④の反訴は，被告が，原告に対し，本訴請求①ないし⑤に係

る訴えは，関連訴訟の確定判決等により認められなかった請求と実質的

に同一の請求を行うもので，これに係る訴訟の提起が不法行為に該当す

るとして，再度の応訴のために委任した弁護士に支払った費用１０万５

０００円の支払を求めた事案である。

（ウ）東京地方裁判所は，平成１９年１月３１日，本訴請求①ないし⑤に係

る訴えをいずれも却下し，本訴請求⑥ないし⑩の請求をいずれも棄却し，

反訴請求を認容する旨の判決（乙５）をした。

本訴請求①ないし⑤，⑥，⑧ないし⑩に係る原告の主張及びそれに対

する判示は，要旨次のとおりである。

ａ 本訴請求①ないし⑤について

（ａ）原告の主張

平成７年３月１４日付けの手続補正に係る事項は，甲６公報によ

り，本件特許の出願時において，周知，慣用であったから，要旨変

更に当たらず，本件取消決定は無効とされるべきものであり，被告

による本件特許異議申立ては権利の濫用として許されない。

原告は，被告に対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき，

１５億円の損害の一部請求として各５万円（総額２５万円）の支払

を求める。
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（ｂ）裁判所の判断

本訴請求①ないし⑤は，前訴事件①及び前訴事件②における請求

と同一の不法行為による損害賠償請求権に基づく請求であり，前訴

事件①及び前訴事件②において数量的一部請求であったことから，

その残部請求をしているものであって，実質的に，前訴事件①及び

前訴事件②で認められなかった請求及び主張を蒸し返すものである

といわざるを得ず，前訴事件①及び前訴事件②の確定判決によって

同請求権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に

反し，被告に二重の応訴の負担を強いるものということができる。

そして，原告において，本訴請求①ないし⑤に係る訴えを提起する

ことがやむを得ないといった特段の事情も認められない。

そうすると，前訴事件①及び前訴事件②において敗訴した原告が，

本件特許異議申立てが不法行為を構成すると主張する損害賠償請求

の訴えを提起することは，信義則に反して許されないというべきで

ある。

ｂ 本訴請求⑥について

（ａ）原告と被告とは，取引基本契約を締結し，その上で，原告作成の

設計図による製品を，原告がＢ社において製造して被告に納入する

旨の合意（以下「本件製造納入合意」という。）をしたにもかかわ

らず，原告作成の設計図による放電焼結装置については，本件製造

納入合意が履行されず，被告は，原告が作成した図面一式を詐欺に

当たる手段で取得し，Ｃ社に交付して放電焼結装置を製造させた。

被告の上記行為は，原告と被告との間における本件製造納入合意

に反する債務不履行に当たる。

原告は，被告に対し，債務不履行による損害賠償請求権に基づき，

１億円の損害の一部請求として５万円の支払を求める。
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（ｂ）裁判所の判断

原告の主張する本件製造納入合意がされたこと，被告が，原告が

作成した図面一式を詐欺に当たる手段で取得し，これらの図面を用

いて，Ｃ社に放電焼結装置を製造させたことを裏付ける証拠は，何

ら提出されておらず，これらの事実を認めることはできないから，

本訴請求⑥に係る主張は認められない。

ｃ 本訴請求⑧について

（ａ）原告の主張

被告は，被告の方式で図面番号を付したいから，本件原告設計図，

部品図を貸してくれと言って占有し，原告に損害を被らせた。

被告の上記行為は詐欺に当たる不法行為となる。

原告は，被告に対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき，

１５億円の損害の一部請求として５万円の支払を求める。

（ｂ）裁判所の判断

原告の主張に係る事実を裏付ける証拠はない上，その他，詐欺の

不法行為の成立を基礎付ける具体的な主張もないから，本訴請求⑧

に係る主張は認められない。

ｄ 本訴請求⑨について

（ａ）原告の主張

被告は，被告が占有する本件原告設計図により放電焼結装置を製

造販売し，原告に損害を被らせた。

被告の上記行為は横領に当たる不法行為となる。

原告は，被告に対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき，

１５億円の損害の一部請求として５万円の支払を求める。

（ｂ）裁判所の判断

原告の主張に係る事実を裏付ける証拠は提出されておらず，原告
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の主張する不法行為の成立を認めることはできないから，本訴請求

⑨に係る主張は認められない。

ｅ 本訴請求⑩について

（ａ）原告の主張

被告は，原告設計図の原告代表者署名部分を切り取り，被告の名

称欄を切り貼りして，被告設計図を作成した。

被告の上記行為は，私文書偽造に当たる。

原告は，被告に対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき，

１５億円の損害の一部請求として５万円の支払を求める。

（ｂ）裁判所の判断

原告の主張に係る事実を裏付ける証拠は提出されておらず，原告

の主張する不法行為の成立を認めることはできない。また，被告に

おいて作成したと原告が主張する設計図の右下隅には，図面の番号

や型式番号等が記載されるとともに，被告の名称が大きく英語表記

で記載されており，これによって，上記設計図は，被告作成名義の

ものであると解されるから，被告が被告作成名義のものを作成した

とすれば，偽造の問題が生じる余地はない。

以上によれば，本訴請求⑩に係る主張は認められない。

カ 知的財産高等裁判所平成１９年(ネ)第１００１５号事件（以下「前訴事

件④控訴事件」という。）（乙６）

（ア）原告は，前訴事件④における判決を不服として，知的財産高等裁判所

に控訴を提起した。原告は，控訴審において，本訴請求①ないし⑤に係

る訴えを取り下げて，新たに，以下の請求を択一的に請求した。

ａ 本件特許異議申立ては，特許出願前の特許第９６５７４号「硬質金

属合成物製造装置」公報並びに甲６公報に基づき取消決定無効事由を

有することが明らかであり，特許法に認められた本件特許異議申立て
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は権利の濫用として許されないから，権利濫用による損害金５万円

（以下「控訴請求①」という。）

ｂ 本件特許異議申立ては，東京高裁判決昭和３２年（行ナ）第３３号

に基づき取消決定無効事由を有することが明らかであり，特許法に認

められた本件特許異議申立ては権利の濫用として許されないから，権

利濫用による損害金５万円（以下「控訴請求②」という。）

ｃ 本件特許異議申立ては，特許出願前の甲６公報に基づき取消決定無

効事由を有することが明らかであり，特許法に認められた本件特許異

議申立ては権利の濫用として許されないから，権利濫用による損害金

５万円（以下「控訴請求③」という。）

ｄ 本件特許異議申立ては，東京高裁判決昭和３２年（行ナ）第５８号

に基づき取消決定無効事由を有することが明らかであり，特許法に認

められた本件特許異議申立ては権利の濫用として許されないから，権

利濫用による損害金５万円（以下「控訴請求④」という。）

ｅ 本件特許異議申立ては，上記ａないしｄのとおり，本件取消決定の

要旨変更に基づく取消理由は全部無効であり，無効な要旨変更に基づ

いてした刊行物特開平４－９４０５号に記載された発明，及び対比・

判断には取消決定無効事由を有することが明らかであって，特許法に

認められた本件特許異議申立ては権利の濫用として許されないから，

権利濫用による損害金５万円（以下「控訴請求⑤」という。）

（イ）知的財産高等裁判所は，平成１９年８月２８日，本訴請求⑥ないし⑩

及び反訴請求に係る控訴をいずれも棄却し，控訴請求①ないし⑤に係る

訴えをいずれも却下する旨の判決（乙６）をした。

控訴請求①ないし⑤，本訴請求⑥，⑧ないし⑩に係る原告の主張及び

それに対する判示は，要旨次のとおりである。

ａ 控訴請求①ないし⑤について
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（ａ）原告の主張

被告は，小型ＳＰＳ（放電プラズマ焼結機 DR.SINTER･LAB,SPS

-510L）を製造販売して一台少なくとも５０万円以上の利益を得た。

小型ＳＰＳに係る本件特許異議申立ては，権利の濫用として許され

ない。

原告は，被告に対し，不法行為による損害賠償として，択一して

権利濫用による上記小型ＳＰＳの製造販売に係る損害金５万円の支

払を求める。

（ｂ）裁判所の判断

本訴請求①ないし⑤及び控訴請求①ないし⑤を子細に検討すると，

いずれも，結局は被告が本件特許異議申立てをしたことが権利濫用

として許されないから不法行為に該当する，というものである。

本訴請求①ないし⑤に係る訴えを提起することが，前訴事件①及

び前訴事件②との関係で信義則に反して許されないとした原判決

（乙５）の理由及び判断は正当である。

そして，控訴請求①ないし⑤も，上記信義則の適用との関係では

本訴請求①ないし⑤と実質的な差異はないと解されるから，控訴請

求①ないし⑤に係る訴えを提起することも，前訴事件①及び前訴事

件②との関係で信義則に反し，不適法である。

ｂ 本訴請求⑥について

（ａ）原告の主張

原告と被告との間において，本件製造納入合意がされた。

平成６年１０月７日，被告は原告に対し，「図面修正，加筆等あ

りますので，図面原紙宅急便で送って下さい。」と要求した。原告

は，修正，加筆後図面原紙は返却されるものと信じて送付したとこ

ろ，被告は原告に同月１４日付けで，小型焼結機図面コピー一式を
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送付し，図面原紙を返さずに騙し取り，平成７年７月１２日，取引

基本契約を維持したまま原告に対する発注を停止し，現在に至って

いる。

被告は，Ｃ社に放電焼結装置を製造させ，上記図面一式を原告か

ら詐欺に当たる手段で取得したものである。

被告の上記行為は信義則に違背する。

（ｂ）裁判所の判断

取引基本契約の他に，原告が主張する本件製造納入合意のような

具体的な合意が存在したことを認めるに足りる証拠はないから，本

件製造納入合意があったことを認めることはできない。本件製造納

入合意が認められない以上，被告が原告から図面を詐欺に当たる手

段で取得したとの主張はその前提を欠くことになる上，被告が図面

一式を原告から詐欺に当たる手段で取得したと認めるに足りる証拠

もない。

以上によれば，本訴請求⑥は理由がない。

ｃ 本訴請求⑧について

（ａ）原告の主張

上記ｂ（ａ）のとおり，被告は，図面原紙を返さず騙し取ったも

のであるから，詐欺による不法行為が成立する。

（ｂ）裁判所の判断

被告が原告に対し具体的な放電燒結装置の製造の発注を行ったこ

とを認めることはできず，被告が本件製造納入合意をしたと認める

ことはできないものである。また，原告も記名押印した取引基本契

約の第１９条には，原告が作成した図面等の所有権は被告に帰属す

ることを原告も同意していたものであり，原告が平成６年１０月１

４日被告から図面コピー１式の送付を受けた際やその後においても，
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図面原紙を返してもらっていない旨直ちに異議を申し出た形跡もな

い。

以上に照らせば，被告の詐欺行為を認めることはできないから，

本訴請求⑧は理由がない。

ｄ 本訴請求⑨について

（ａ）原告の主張

上記ｃ（ａ）のとおり，被告は，図面原紙を騙し取って占有して

いるものであるから，横領による不法行為が成立する。

（ｂ）裁判所の判断

上記ｃ（ｂ）に照らせば，被告が図面原紙を騙し取って占有して

いるから，横領による不法行為が成立する旨の原告の主張は採用す

ることができず，本訴請求⑨は理由がない。

ｅ 本訴請求⑩について

（ａ）原告の主張

被告は，原告が被告から強いて使うようにと言って渡された用紙

に，鉛筆で作図した５０枚の部品図の中から，例えば一枚の図面を

選んで，原告の署名を切り取り，設計図に貼り付けて，原告の署名

があるとするものの，かかる行為は私文書偽造に当たり不法行為が

成立する。

（ｂ）裁判所の判断

本件全証拠によっても，被告から強いて使うようにと言って原告

が渡された用紙に，原告が鉛筆で作図した５０枚の部品図の中から，

被告が例えば一枚の図面を選んで，原告の署名を切り取り，設計図

に貼り付けたことを認めるに足りる証拠はない。認定に係る事実経

過等に照らせば，当時，被告が原告の図面に対し修正，加筆等を行

うことは当事者間の当然の了解事項であったとみることができるか
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ら，結局，被告が，原告の署名を切り取り，設計図に貼り付けて原

告の署名とするという行動をとる動機自体も認めることができない。

以上によれば，本訴請求⑩は理由がない。

（ウ）上記判決は，平成１９年９月１４日，確定した（乙１０，２２）。

２ 本訴に係る当事者の主張

〔原告〕

（１）本件特許異議申立ての理由の概要は，「本件発明についての出願に関する

平成７年３月１４日付けの手続補正は，明細書又は図面の要旨を変更するも

のであり，本件発明についての出願の出願日は，平成７年３月１４日とみな

されるから，本件発明は，その出願前に頒布された刊行物１（特開平４－９

４０５号公報。甲１０）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明を

することができたものであり，本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反

してなされたものである」というものであり，ここで「要旨変更」とは，

「放電燒結装置において，チャンバーを電極に対して相対的に移動させるた

めに，一方の電極に固定したフランジにベローズを介してチャンバーの一端

部を支持する代わりに，電極に嵌合したチャンバーフランジにチャンバーの

一端部を支持する構造とする補正は要旨変更である。」というものである。

本件取消決定においては，「放電燒結装置において，電極に嵌合したチャ

ンバーフランジにチャンバーの一端部を支持する構造とすることは，平成７

年３月１４日より前に公知であったと認められるから，チャンバーを電極に

対して相対的に移動させるために，一方の電極に固定したフランジにベロー

ズを介してチャンバーの一端部を支持する代わりに，電極に嵌合したチャン

バーフランジにチャンバーの一端部を支持する構造とすることは，当業者が

容易に想到し得るものである。」とし，手続補正に係る事項が，補正の時点

で公知であれば，「当業者が容易に想到し得るものである。」，すなわち，

要旨変更とはならないとした。
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上記のとおり，本件取消決定においては，公知の判断時を平成７年３月１

４日としている。

他方，本件取消訴訟判決においては，「電極に嵌合したフランジでチャン

バーを支持する構造は，平成２年２月２日（本件特許の優先日）以前に公知

であったとは認定していないことが明らかである。」と判示した。

上記のとおり，本件特許異議申立てにおいては，手続補正が要旨変更にな

るか否か，すなわち，手続補正に係る事項が公知となった時点がいつである

かが争点となっている。

（２）本件取消決定が確定した後である平成１５年１０月２０日になって，原告

は，本件取消決定に無効理由が存在することを立証し得る甲６公報を発見し

た。

（３）甲６公報によれば，「電極に嵌合したチャンバーフランジにチャンバーの

一端部を支持する構造」が公知技術となった時点は，本件特許の出願日（優

先日平成２年２月２日）より前の昭和４６年２月２４日であり，平成７年３

月１４日付けの手続補正を「要旨変更である」として本件特許を取り消した

本件取消決定は無効な理由に基づくものである。

（４）そうすると，被告が行った本件特許異議申立ては，その申立て理由に無効

理由が存在することが明らかである。

被告は，甲６公報が存在するにもかかわらず，故意又は過失により，本件

特許について，本件特許異議申立てを行った。

被告による本件特許異議申立ては，権利濫用によるものとして不法行為に

該当し，被告は，これにより原告が受けた損害を賠償する責任を負う。

（５）被告は成形圧力２０トンの放電プラズマ燒結機の見積書（見積価格２９５

０万円。甲１５）をＤ社に提出し，これを販売して利益を得た。

原告は，被告に対して本件特許権について実施権を設定することにより，

実施料等の利益を得るべきところ，被告が権利を濫用して本件特許を取り消
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したことにより，得べかしり利益（実施料）８８５万円（２９５０万円×３

０％）を喪失した。

（６）よって，原告は，被告に対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき，

被告による上記権利の濫用により原告が被った損害８８５万円の内金１０万

円及びこれに対する不法行為の後の日である平成２０年２月２９日（訴状送

達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５パーセントの割合による遅

延損害金の支払を求める。

（７）被告の主張に対する反論

ア 甲第１７ないし１９号証の判決は，原告が書証として提出した甲６公報

を何らの理由も示さずに排斥したから，いずれも破棄されるべきものであ

る。

本件本訴は，甲６公報に基づき，被告による本件特許異議申立てが権利

の濫用によるものである旨を主張し，損害賠償を請求するものであるから，

上記各訴訟の蒸し返しではなく，信義則に反するものではない。

イ 本件取消決定が確定した後である平成１５年１０月２０日になって，原

告は，本件取消決定に無効理由が存在することを立証し得る甲６公報を発

見したのであり，甲６公報に基づく主張は，甲第３号証の判決の既判力に

抵触しない。

〔被告〕

（１）本案前の主張

本訴に係る訴えは，既に判決が確定している訴え（甲１７ないし１９）の

蒸し返しにすぎず，信義則に反するものとして，却下されるべきである。

（２）請求の原因に対する認否等

ア 原告の主張は，不知ないし否認する。

イ 本訴請求は，確定判決（甲１７ないし１９）の既判力に抵触するものと

して，棄却されるべきである。
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３ 反訴に係る当事者の主張

〔被告〕

（１）東京地方裁判所平成２０年(ワ)第７４１６号事件（本件本訴。以下「２０

－７４１６号事件」という。）の提起が違法であること

ア ２０－７４１６号事件は，被告が本件特許異議申立てをしたことが不法

行為に該当するとして損害賠償を請求する事件である。

イ 前訴事件④（乙５）において，原告は，被告が本件特許異議申立てをし

たことが不法行為に該当するとして損害賠償を請求したものの，敗訴した。

そして，前訴事件④控訴事件（乙６）において，原告は上記請求に係る

部分については控訴しなかったため，乙第５号証の判決は確定した。

ウ また，原告は，乙第５，６号証の判決により，敗訴した確定判決と実質

的に同一の訴訟を提起することが，相手方（被告）に対する不法行為に該

当し，違法であることを充分認識していた。

エ よって，原告が，前訴事件④に係る訴えと実質的に同一の訴えである２

０－７４１６号事件を提起したことは，被告に対する不法行為に該当する。

（２）東京地方裁判所平成２０年(ワ)第８８３６号事件（乙２５。以下「２０－

８８３６号事件」という。）の提起が違法であること

ア ２０－８８３６号事件は，被告が設計図を横領したとして，不法行為に

基づく損害賠償を請求した事件である。

イ 前訴事件④（乙５）において，原告は，被告が設計図を横領したとして，

不法行為に基づく損害賠償を請求したものの，敗訴した。

原告は上記判決を不服として控訴したものの，控訴が棄却され（乙６），

同判決は確定した。

ウ また，原告は，乙第５，６号証の判決により，敗訴した確定判決と実質

的に同一の訴訟を提起することが，相手方（被告）に対する不法行為に該

当し，違法であることを充分認識していた。
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エ よって，原告が前訴事件④及び前訴事件④控訴事件に係る訴えと実質的

に同一の訴えである２０－８８３６号事件を提起したことは，被告に対す

る不法行為に該当する。

（３）東京地方裁判所平成１９年(ワ)第２３４６０号事件（乙１０，２２。以下

「１９－２３４６０号事件」という。）の提起が違法であること

ア １９－２３４６０号事件は，被告が設計図の署名欄を切除して被告の名

称を貼り付けて設計図を作成したことが私文書偽造であり，不法行為に該

当するとして損害賠償を請求した事件である。

イ 上記事件における請求は，敗訴した確定判決（乙５，６）と実質的に同

一の訴えであり，１９－２３４６０号事件において，同事件に係る訴えは，

前訴事件④及び前訴事件④控訴事件に係る訴えの蒸し返しであって，信義

則に反するとして，訴えを却下する旨の判決（乙１０）がされた。

ウ よって，原告が，前訴事件④及び前訴事件④控訴事件に係る訴えと実質

的に同一の訴えである１９－２３４６０号事件を提起したことは，被告に

対する不法行為に該当する。

（４）東京地方裁判所平成１９年(ワ)第２３９５１号事件（乙１１，２４。以下

「１９－２３９５１号事件」という。）の提起が違法であること

ア １９－２３９５１号事件は，被告が設計図を訴外会社に交付して放電燒

結装置を製造させた行為が債務不履行に該当するとして損害賠償を請求し

た事件である。

イ 上記事件において原告が主張する事実は，敗訴した確定判決（乙６）や

同事件の判決以降にされた判決に係る訴訟において，請求原因として主張

された事実とほぼ同一であり，１９－２３９５１号事件において，先行訴

訟で認められなかった請求及び主張を蒸し返すもの，あるいは，これらの

先行訴訟（確定したものを除く）と重複するものであり，信義則ないし二

重起訴の禁止規定に抵触するとして，当該訴えを却下する旨の判決がされ
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た（乙１１）。

ウ よって，原告が前訴事件④控訴事件に係る訴え等と実質的に同一の訴え

である１９－２３９５１号事件を提起したことは，被告に対する不法行為

に該当する。

（５）損害

ア 被告は，２０－７４１６号事件（本件本訴）の応訴及び本件反訴の提起

のために，弁護士費用として４２万円の出費を余儀なくされた（乙２０の

１・２）。

イ 被告は，２０－８８３６号事件の応訴のために，弁護士費用として２１

万円の出費を余儀なくされた（乙２１の１・２）。

ウ 被告は，１９－２３４６０号事件の応訴のために，弁護士費用として２

１万円の出費を余儀なくされた（乙１６，１８）。

エ 被告は，１９－２３９５１号事件の応訴のために，弁護士費用として２

１万円の出費を余儀なくされた（乙１７，１８）。

（６）よって，被告は，原告に対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき，

１０５万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成２０年５月２日

（反訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５パーセントの割

合による遅延損害金の支払を求める。

〔原告〕

（１）被告の主張は否認ないし争う。

（２）２０－７４１６号事件における原告の主張は，甲６公報に基づく新規の主

張である。

上記事件の争点は，手続補正をした事項が公知となった時点にあるから，

前訴事件④及び前訴事件④控訴事件に係る訴えとは訴訟物が異なる。

原告は，前訴事件④控訴事件における乙第６号証の判決に対し，再審請求

中である。
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（３）被告の主張する２０－８８３６号事件は，被告に所有権が帰属しない原告

の図面原紙を複製して製造販売した事実に対する訴えであり，前訴事件④及

び前訴事件④控訴事件に係る訴えとは異なる。

原告は，乙第６号証の判決に対し，再審請求中である。

（４）被告の主張する１９－２３４６０号事件及び１９－２３９５１号事件は，

いずれも係争中である。

また，原告は，乙第６号証の判決に対し，再審請求中である。

（５）被告の主張する上記各訴えは，いずれも，前訴とは訴訟物が異なる。

（６）原告は，前訴事件④控訴事件において，本件特許異議申立てに関する訴え

を取り下げた。

第３ 当裁判所の判断

１ 本訴請求（本案前の答弁）について

（１）本訴請求は，要するに，甲６公報が存在することにより本件特許について

取消理由が存しないにもかかわらず，本件特許異議申立てを行った被告の行

為は，権利濫用によるものとして不法行為に当たるとして，被告に対し，損

害賠償を請求するものである。

他方，前提事実（３）ア及びイによれば，前訴事件①及び前訴事件②にお

ける請求は，いずれも，本件特許異議申立てを行った被告の行為が不法行為

に当たるとして，被告に対し，損害賠償を請求するものである。

以上のとおり，本訴請求，並びに前訴事件①及び前訴事件②に係る請求は，

同一の請求を含むものの，いずれも損害額として主張する金額の数量的な一

部請求をしていることから，訴訟物としては別個のものであると解される。

（２）ところで，一個の金銭債権の数量的一部請求は，当該債権が存在しその額

は一定額を下回らないことを主張して上記額の限度でこれを請求するもので

あり，債権の特定の一部を請求するものではないから，このような請求の当

否を判断するためには，おのずから債権の全部について審理判断することが
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必要になる。数量的一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は，このよう

に債権の全部について行われた審理の結果に基づいて，当該債権が全く現存

しないか又は一部として請求された額に満たない額しか現存しないとの判断

を示すものであって，言い換えれば，後に残部として請求し得る部分が存在

しないとの判断を示すものにほかならない。したがって，上記判決が確定し

た後に原告が残部請求の訴えを提起することは，実質的には前訴で認められ

なかった請求及び主張を蒸し返すものであり，前訴の確定判決によって当該

債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し，被告に

二重の応訴の負担を強いるものというべきである。以上の点に照らすと，金

銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起するこ

とは，特段の事情がない限り，信義則に反して許されないと解するのが相当

である（最高裁平成９年(オ)第８４９号，同１０年６月１２日第二小法廷判

決，民集５２巻４号１１４７頁）。

（３）これを本件についてみると，前述のとおり，本訴請求は前訴事件①，前訴

事件②における請求と同一の不法行為による損害賠償請求権に基づく請求で

あり，前訴事件①及び前訴事件②の判決が確定した後に，前訴事件①，前訴

事件②の残部請求に該当する本件訴えを提起することは（甲１９及び乙３か

ら，本訴が前訴事件①，前訴事件②の判決確定後に提起されていることが明

らかである。），実質的に，前訴事件①，前訴事件②で認められなかった請

求及び主張を蒸し返すものであり，上記各前訴事件の確定判決によって，当

該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し，被告

に二重の応訴の負担を強いるものというべきである。

そして，本件については，原告において，本訴に係る訴えを提起すること

がやむを得ないといった特段の事情も認められない。

したがって，前訴事件①，前訴事件②において敗訴した原告が，本訴に係

る訴えを提起することは，信義則に反して，許されないというべきである。
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（４）原告の主張について

原告は，前訴事件①の判決（甲１７）及び前訴事件②の判決（甲１８）は，

いずれも，原告が書証として提出した甲６公報を何らの理由も示さずに排斥

したから，破棄されるべきものであると主張する。

前訴事件①の判決における判示の要旨は，前提事実（３）ア（イ）に，前

訴事件②の判決における判示の要旨は，同（３）イ（イ）に，ぞれぞれ記載

のとおりであり，これらの判示は，甲６公報の存在が，被告による本件特許

異議申立てが権利濫用によるものとして不法行為を構成するものであるか否

かの判断を左右するものではないことを示すものといえる。したがって，前

訴事件①の判決，前訴事件②の判決には，原告主張に係る違法はない。

そもそも，甲６公報の存在が，前訴事件①及び前訴事件②における裁判所

の判断を左右するに足る事情であるとは認められないのであって，この点が，

前記特段の事情に該当するものであるとはいえない。

（５）以上によれば，本訴に係る訴えは，信義則に反し許されないものとして不

適法な訴えであるから，却下されるべきものである。

２ 反訴請求（不当訴訟による損害賠償請求）について

（１）民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において，上記訴え

の提起が相手方に対する違法な行為といえるのは，当該訴訟において提訴者

の主張した権利又は法律関係が事実的，法律的根拠を欠くものである上，提

訴者が，そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得

たといえるのにあえて訴えを提起したなど，訴えの提起が裁判制度の趣旨目

的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解する

のが相当である（最高裁昭和６０年(オ)第１２２号，同６３年１月２６日第

三小法廷判決，民集４２巻１号１頁）。

そして，上記判示は，当該敗訴の確定判決に係る訴えの提起自体について

の不法行為の該当性を判断する場合だけでなく，当該敗訴の確定判決後の，
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実質的に同一の訴訟の提起・維持に係る不法行為の該当性を判断する場合に

ついても，同様に適用されると解するのが相当である。

（２）２０－７４１６号事件（本件本訴）の提起の違法性について

ア 前記１（３）で述べたとおり，前訴事件①，前訴事件②において敗訴し

た原告が，本件本訴に係る訴えを提起することは，信義則に反して，許さ

れないというべきである。

イ 加えて，前提事実によれば，原告は，２０－７４１６号事件を提起する

以前に，前訴事件③を提起し，同事件において，主位的に，２０－７４１

６号事件に係る請求と同一の不法行為による損害賠償請求権に基づく請求

をし，同事件の判決（甲１９，乙３）において，前訴事件①及び前訴事件

②で敗訴した原告が，前訴事件③の主位的請求（本件特許異議申立てが不

法行為に当たることを理由とする損害賠償請求）をすることは，信義則に

反し，許されないというべきである旨判示され，敗訴した（なお，原告は

同判決を不服として控訴したものの，上記結論は維持された。）。さらに，

原告は，２０－７４１６号事件を提起する以前に，前訴事件④を提起し，

同事件において，２０－７４１６号事件に係る請求と同一の不法行為によ

る損害賠償請求権に基づく請求（本訴請求①ないし⑤）をし，同事件の判

決（乙５）において，前訴事件①及び前訴事件②で敗訴した原告が，前訴

事件④の本訴請求①ないし⑤（本件特許異議申立てが不法行為に当たるこ

とを理由とする損害賠償請求）をすることは，信義則に反し，許されない

というべきである旨判示され，敗訴した。しかも，前訴事件④においては，

被告が上記本訴請求①ないし⑤に係る訴えの提起が不法行為に該当する旨

主張して，原告に対し，不法行為による損害賠償を請求した反訴請求が認

容された。原告は同判決を不服として控訴したものの，控訴審判決（乙

６）においても，上記反訴請求に係る結論が維持されるとともに，原告が

控訴審において新たに追加した控訴請求①ないし⑤については，前訴事件
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①及び前訴事件②との関係で信義則に反し，不適法である旨判示され，敗

訴した。

２０－７４１６号事件は前訴事件④控訴事件の判決（乙６）が確定した

後に提起されたものであり，上記経過に照らせば，同事件は，原告におい

て，その主張する権利又は法律関係が事実的，法律的根拠を欠くものであ

ることを知りながらあえて提起したものであると評価せざるを得ない。

ウ 以上によれば，２０－７４１６号事件の提起は，裁判制度の趣旨目的に

照らして著しく相当性を欠くものというべきであり，被告に対する不法行

為を構成するものと解するのが相当である。

（３）２０－８８３６号事件の提起の違法性について

ア 乙第２５号証によれば，２０－８８３６号事件に係る請求は，原告が所

有権を有し，被告が占有する図面及び部品図面を横領したとして，不法行

為に基づき損害賠償を請求するものである。

他方，前提事実（３）オ及びカ記載のとおり，原告は，前訴事件④及び

前訴事件④控訴事件において，被告が占有する図面及び部品図面を横領し

たとして，不法行為に基づき損害賠償を請求している。

したがって，２０－８８３６号事件に係る請求は，前訴事件④及び前訴

事件④控訴事件に係る請求（本訴請求⑧及び本訴請求⑨）と同一の不法行

為による損害賠償請求権に基づく請求であり，前訴事件④控訴事件の判決

（乙６）が確定した後に，２０－８８３６号事件に係る訴えを提起するこ

とは，実質的に，前訴事件④及び前訴事件④控訴事件で認められなかった

請求及び主張を蒸し返すものであり，前訴事件④控訴事件の確定判決によ

って，当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に

反し，被告に二重の応訴の負担を強いるものというべきである。原告にお

いて，２０－８８３６号事件を提起することがやむを得ないといった特段

の事情も認められない（乙５，６，２５）。
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したがって，前訴事件④及び前訴事件④控訴事件において敗訴した原告

が，２０－８８３６号事件を提起することは，信義則に反して，許されな

いというべきである。

イ ２０－８８３６号事件は上記前訴事件④控訴事件の判決（乙６）が確定

した後に提起されたものであり，同事件は，原告において，その主張する

権利又は法律関係が事実的，法律的根拠を欠くものであることを知りなが

らあえて提起したものであると評価せざるを得ない。

ウ 以上によれば，２０－８８３６号事件の提起は，裁判制度の趣旨目的に

照らして著しく相当性を欠くものというべきであり，被告に対する不法行

為を構成するものと解するのが相当である。

（４）１９－２３４６０号事件の提起の違法性について

ア 証拠（乙１０，２２，２３）によれば，１９－２３４６０号事件に係る

請求は，被告が，原告作成に係る放電プラズマ焼結機の部品図から，原告

代表者名である「Ａ」の署名部分を切除し，これを原告が作成した放電プ

ラズマ焼結機の設計図に貼り付けた行為が私文書偽造に当たるとして，不

法行為に基づき損害賠償を請求するものである。

他方，前提事実（３）オ及びカ記載のとおり，原告は，前訴事件④及び

前訴事件④控訴事件において，部品図の署名「Ａ」を切り取り，設計図に

切り貼りし，私文書偽造に当たる行為をしたとして，不法行為に基づき損

害賠償を請求している。

したがって，１９－２３４６０号事件に係る請求は，前訴事件④及び前

訴事件④控訴事件に係る請求（本訴請求⑩）と同一の不法行為による損害

賠償請求権に基づく請求であり，１９－２３４６０号事件に係る訴えの提

起は，実質的に，前訴事件④及び前訴事件④控訴事件で認められなかった

請求及び主張を蒸し返すものであり，前訴事件④控訴事件の確定判決によ

って，当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に
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反し，被告に二重の応訴の負担を強いるものというべきである。原告にお

いて，１９－２３４６０号事件を提起することがやむを得ないといった特

段の事情も認められない（乙１０，２２，２３）。

したがって，前訴事件④及び前訴事件④控訴事件において敗訴した原告

が，１９－２３４６０号事件を提起することは，信義則に反して，許され

ないというべきである。

なお，東京地方裁判所は，１９－２３４６０号事件について，平成２０

年２月２２日，同事件の提起は信義則に照らして許されないものである旨

判示して，訴えを却下する旨の判決をした（乙１０）。原告は，同判決を

不服として控訴したものの，知的財産高等裁判所は，同年７月１６日，同

事件に係る訴えは，信義則に照らして許されないものであるとして，控訴

を棄却する旨の判決をした（乙２３）。

イ １９－２３４６０号事件は上記前訴事件④控訴事件の判決言渡後（同判

決の言渡日は平成１９年８月２８日である。乙６）に提起されたものであ

ると認められ（乙２２によれば，訴状の作成日付は平成１９年９月１０日

である。），かつ，前訴事件④控訴事件の判決（乙６）は同月１４日に確

定しているから，１９－２３４６０号事件は，原告において，その主張す

る権利又は法律関係が事実的，法律的根拠を欠くものであることを知りな

がらあえて提起・維持したものであると評価せざるを得ない。

ウ 以上によれば，１９－２３４６０号事件の提起・維持は，裁判制度の趣

旨目的に照らして著しく相当性を欠くものというべきであり，被告に対す

る不法行為を構成するものと解するのが相当である。

（５）１９－２３９５１号事件の提起の違法性について

ア 証拠（乙１１，２４）によれば，１９－２３９５１号事件に係る請求は，

原告と被告との間で，原告代表者設計に係る放電焼結機を原告が被告に製

造納入する旨の契約が締結されていたにもかかわらず，被告が放電焼結機
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に係る設計図を詐取し，Ｃ社に放電焼結機を製造納品させたことが上記製

造納入契約の債務不履行に当たるなどと主張して，債務不履行による損害

賠償を請求するものと解される。

他方，前提事実（３）オ及びカ記載のとおり，原告は，前訴事件④及び

前訴事件④控訴事件において，原告作成の設計図による製品を，原告が被

告に製造納入する旨の合意がされたにもかかわらず，原告作成の設計図に

よる放電焼結装置については，上記合意が履行されず，被告は，原告が作

成した図面一式を詐欺に当たる手段で取得し，Ｃ社に交付して放電焼結装

置を製造させたことが上記合意の債務不履行に当たるなどと主張して，債

務不履行による損害賠償を請求するものである。

したがって，１９－２３９５１号事件に係る請求は，前訴事件④及び前

訴事件④控訴事件に係る請求（本訴請求⑥）と実質的には同一の債務不履

行による損害賠償請求権に基づく請求であり，１９－２３９５１号事件に

係る訴えの提起は，実質的に，前訴事件④及び前訴事件④控訴事件で認め

られなかった請求及び主張を蒸し返すものであり，前訴事件④控訴事件の

確定判決によって，当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の

合理的期待に反し，被告に二重の応訴の負担を強いるものというべきであ

る。原告において，１９－２３９５１号事件を提起することがやむを得な

いといった特段の事情も認められない（乙１１，２４）。

したがって，前訴事件④及び前訴事件④控訴事件において敗訴した原告

が，１９－２３９５１号事件を提起することは，信義則に反して，許され

ないというべきである。

なお，東京地方裁判所は，１９－２３９５１号事件について，平成２０

年４月２４日，同事件の提起は信義則ないし二重起訴の禁止規定に抵触す

るものである旨判示して，訴えを却下する旨の判決をした（乙１１）。

イ １９－２３９５１号事件は上記前訴事件④控訴事件の判決言渡後（同判
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決の言渡日は平成１９年８月２８日である。乙６）に提起されたものであ

ると認められ（乙２４によれば，訴状の作成日付は平成１９年９月１３日

である。），かつ，前訴事件④控訴事件の判決（乙６）は同月１４日に確

定しているから，１９－２３９５１号事件は，原告において，その主張す

る権利又は法律関係が事実的，法律的根拠を欠くものであることを知りな

がらあえて提起・維持したものであると評価せざるを得ない。

ウ 以上によれば，１９－２３９５１号事件の提起・維持は，裁判制度の趣

旨目的に照らして著しく相当性を欠くものというべきであり，被告に対す

る不法行為を構成するものと解するのが相当である。

（６）原告は，反訴請求につき縷々反論するものの，いずれも失当であり，採用

の限りでない。

（７）損害

証拠（乙１６，１７，１８，乙２０の１，乙２１の１）及び弁論の全趣旨

によれば，①被告は，原告の２０－７４１６号事件の提起により，応訴を余

儀なくされ，そのために被告訴訟代理人弁護士に訴訟の追行を委任し，弁護

士費用を支払ったこと（乙２０の１），②被告は，原告の２０－８８３６号

事件の提起により，応訴を余儀なくされ，そのために被告訴訟代理人弁護士

に訴訟の追行を委任し，弁護士費用として２１万円を支払ったこと（乙２１

の１），③被告は，原告の１９－２３４６０号事件の提起により，応訴を余

儀なくされ，そのために被告訴訟代理人弁護士に訴訟の追行を委任し，弁護

士費用として２１万円を支払ったこと（乙１６），④被告は，原告の１９－

２３９５１号事件の提起により，応訴を余儀なくされ，そのために被告訴訟

代理人弁護士に訴訟の追行を委任し，弁護士費用として２１万円を支払った

こと（乙１７），⑤被告は，本件反訴の提起・追行を，被告訴訟代理人弁護

士に委任し，弁護士費用を負担したこと，⑥上記①と上記⑤により被告が支

払った弁護士費用は合計４２万円であることが認められる。
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上記合計１０５万円は，被告が自己の権利擁護のために応訴，又は訴えの

提起を余儀なくされ，訴訟追行を被告訴訟代理人弁護士に委任したことによ

り負担した弁護士費用であり，本件事案の内容，請求額，その他本件に表れ

た一切の事情を斟酌すると，上記１０５万円全額が，原告による不法行為と

相当因果関係のある損害というべきである。

（８）以上によれば，原告は，被告に対し，不法行為に基づき，１０５万円及び

これに対する不法行為（訴えの提起及び本件反訴提起時までの訴訟の維持）

の後の日である平成２０年５月２日（反訴状送達の日の翌日）から支払済み

まで民法所定の年５パーセントの割合による遅延損害金を支払う義務を負う。

３ よって，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第４７部

阿 部 正 幸裁判長裁判官

平 田 直 人裁判官

柵 木 澄 子裁判官


